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平 成 １ ６ 年 ３ 月 ２ ２ 日 
千葉県屋外広告物審議会承認 

 
（趣旨） 
第１条 この要領は、千葉県屋外広告物審議会（以下「審議会」という。）の傍聴に

関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（傍聴席の区分） 
第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 
 
（傍聴人の決定） 
第３条 一般席の定員は、原則として１０人以内とし、審議会の都度、会長が会場の

収容人員等を考慮し定める。 
２ 前項の規定により、傍聴希望者数が、定員に満たない場合は傍聴希望者全員を傍

聴人とし、定員を超える場合は抽選により傍聴人を決定する。 
 
（傍聴手続） 
第４条 審議会を傍聴しようとする者は、審議会の会議（以下「会議」という。） 
の開始前に、受付において住所、氏名等必要事項を傍聴人受付簿に記入しなければ

ならない。 
２ 傍聴人は、会議の開始前までに会場へ入室し、所定の位置に着席していなければ

ならないものとし、会議が開始された後は、会場へ入室することができない。ただ

し、会長が認める場合はこの限りではない。 
 
（傍聴人の入室制限） 
第５条 次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 
 一 酒気を帯びている者 
 二 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者 
 三 プラカード、のぼり、旗、笛その他会場に持ち込むことが不適当と認められる

物品を携帯している者 
 四 はちまき、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン等を着用又は携帯している者 
 五 その他審議会の円滑な運営を妨げるおそれがあると認められる者 
 



（傍聴人の遵守事項） 
第６条 傍聴人は、静粛を旨とし、会長及び事務局の職員の指示に従うとともに、次

に掲げる事項を遵守しなければならない。 
 一 会議開催中は、静粛にし、拍手その他の方法により、言論に対して公然と可否

を表明しないこと 
 二 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。 
 三 会場において、飲食又は喫煙を行わないこと 
 四 会場において、写真、映画テレビ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。 
   ただし、事前に会長の許可を得た場合は、この限りでない。 
 五 その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 
 
（秩序の維持） 
第７条 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴人に必要な指示をし、又は事務

局の職員に指示させることができる。 
２ 会長は、傍聴人が前項の規定による指示に従わないときは、傍聴人に対し退場さ

せることができる。 
 
（報道対応） 
第８条 会長は、原則として報道関係者に対し、会議が開始される前の指定された時

間内に限り、会場内において写真等の撮影をすることを認めることができる。 
２ 会長は必要に応じて、撮影を制限し、又は、拒否することができる。 
 
（実施細目） 
第９条 この要領に定めるもののほか、審議会の傍聴に必要な事項は、会長が審議会

にはかって定める。 
 
 附 則 
この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 


